
点検業者ナビ会員規約 

 

本会員規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社ミスターブルー（以下「当社」と

いいます。）が運営する Web サイト「点検業者ナビ」（以下「本サイト」といいます。）の会

員サービス（以下「本サービス」といいます。）について定めるものです。 

 

本サービスに会員登録する事業者（以下「会員」といいます）は、予め本規約に同意した上

で、登録申請ならびに本サービスをご利用いただく必要があります。 

 

第1条 （本サービスの内容） 

本サービスは、各種点検業務を請け負う事業者（以下「点検業者」とします。）に関す

る情報（以下「事業者情報」といいます。）の一覧を本サイトへ掲載することにより、

本サイトの閲覧者（以下「ユーザー」といいます。）に点検業者を PR するものです。

また、会員が Web サイトを所有している場合は、本サイト内に当該 Web サイトのリ

ンクを設置して、当該 Web サイトへのユーザー訪問を促すことを目的とします。 

 

第2条 （事業者情報の掲載内容） 

1. 本サイトは、会員ならびに会員以外の点検業者（以下「非会員」といいます。）の

事業者情報を掲載しており、会員と非会員の掲載内容には以下の違いがあります。 

 

本サイト上の掲載内容 会員 非会員 

事業者名 ○ ○ 

所在地 ○ ○ 

Google マップへのリンク ○ － 

電話番号 ○（※1） ○ 

FAX 番号 ○ － 

イメージ画像 ○ － 

PR 用紹介文 ○ △（※2） 

対応エリア ○ － 

対応点検業務 ○ － 

事業者サイトへのリンク ○ － 

※1：会員の希望により電話リンク（スマートフォンで簡単に電話をかけられるように

する方法）で表示されます。 

※2：当社判断で表示される場合があります。 

 



2. 会員は、本サイト上に掲載されている事業者情報に変更があった場合は、遅滞なく、

その旨と変更後の正確な情報を当社に通知するものとします。 

 

第3条 （会員登録） 

1. 本サービスへの会員登録を希望する事業者は、本規約に同意の上、本サイト内に設

置された登録申請フォームに当社が指定する情報を入力、もしくは、メールにて当

社が指定する情報を連絡し、その内容を当社が承認した場合に限り、会員の登録申

請が完了したものとみなします。また、当社は申請完了の旨を申請事業者に通知し

ます。 

 

2. 当社は、以下の各号の場合には、会員登録申請を承認せず拒絶できるものとします。

また、その理由については開示義務を負いません。 

(1) 虚偽の情報入力によって申請が行われた場合 

(2) 申請事業者が実在すると合理的に判断できない場合 

(3) 申請事業者が点検業務を請け負っていると合理的に判断できない場合 

(4) 申請事業者が連絡先として入力したメールアドレス等で連絡が取れない場合 

(5) その他当社が不適切と判断した場合 

 

3. 会員の登録申請完了通知を受けた事業者は、第 2 条に規定する会員としての事業者

情報を本サイトに掲載する対価として、第 6 条に規定する会員登録料（以下「登録

料」といいます。）を当社指定の銀行口座へ振り込むこととし、当社が登録料の入金

を確認した日の翌月 1 日（以下「登録日」といいます。）から、本サイトに会員とし

ての事業者情報を掲載する権利を取得します。 

 

4. 当社は、前項の規定にかかわらず、当社が特に認める場合は、登録料の入金を確認

した日から、会員としての事業者情報を掲載する権利を付与し、また、登録日を登

録料の入金を確認した日に変更できるものとします。 

 

第4条 （会員の登録単位と対応エリア） 

1. 会員登録は、本社・本店、支社・支店、事業所、営業所等の事業拠点単位とします。

各事業拠点において、同一都道府県であるかどうかは考慮しません。複数の事業拠

点があり、いずれの事業拠点も掲載を希望する場合は、個々の事業拠点について登

録申請するものとします。 

 

2. 会員登録されたすべての事業拠点には、営業範囲として任意かつ複数の市区町村を

対応エリアに設定することができます。ユーザーの検索条件（都道府県・地域・市



区町村）に対し、対応エリアが含まれる事業拠点は、検索結果として事業者情報が

表示されます。 

 

3. 単一の事業拠点における対応エリアが、複数の都道府県にまたがっており、所在地

以外の都道府県を対応エリアとして本サイトに掲載する場合は、別途登録料と同額

料金を徴収します。この取り扱いは、複数の都道府県に事業拠点を持つ事業者と、

単一の事業拠点で複数の都道府県を営業範囲としている事業者で、登録料の公平性

を保つために設けているルールです。 

 

第5条 （会員の有効期間） 

1. 会員の有効期間は、第 3 条に規定する登録日から翌 3 月末までとし、以降、毎年度

単位での更新とします。ただし、第 6 条に規定する登録料を事前に複数年度分支払

った場合は、当該支払った登録料に相当する年度経過時を有効期間とします。 

 

2. 会員の有効期間が経過した時点において、翌年度の登録料の支払いがされていない

場合、自動的に会員資格を喪失します。 

 

3. 会員は、事業廃止その他会員の都合により、有効期間中、本サイトへの掲載中止要

請ならびに会員資格の放棄をすることができます。ただし、会員資格喪失後から有

効期間満了に相当する支払い済み登録料の返金は行いません。 

 

第6条 （会員の登録料） 

1. 会員の登録料は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年度単位とし、最低料金

は 1 年度当たり 12,000 円（税別）とします。登録料は、最低料金以上とすることが

でき、登録料の金額にかかわらず、登録料の支払いに係る手数料等は、会員の負担

とします。 

 

2. 会員登録が年度の途中である場合は、第 3 条に規定する登録日から翌 3 月末までの

月割り料金とします。いかなる理由においても、登録料の日割り計算は行いません。 

 

3. 当社は、キャンペーンその他運営上の理由で、登録料を改定することがあります。

その場合、登録済みの会員については、有効期限到来後の翌年度から改定登録料が

適用されるものとします。 

 

4. 会員は、支払い済みの登録料が返金されないことを予め承諾するものとします。 

 



第7条 （会員の掲載順位） 

1. ユーザーによる点検業者の検索結果において、すべての会員は、非会員よりも上位

に表示されます。 

 

2. 複数の会員が同じ条件の検索結果に表示される場合は、以下の各号の優先順にて表

示されるものとします。 

(1) 同一年度内で 1 か月当たりの登録料が大きい順 

(2) 会員となってからの累計登録料が大きい順 

(3) 登録日の早い順 

(4) (1)～(3)が同じ場合は総務省の定める市区町村コード順 

 

3. 掲載順位は、前項第 1 号による 1 か月当たりの登録料、前項第 2 号による累計登

録料の影響で変動の可能性があるため、掲載順位の保証はできません。会員は、新

規会員の増加または更新時の次年度登録料により、掲載順位が変動する可能性を予

め承諾するものとします。 

 

第8条 （広告枠） 

当社は、第 2 条に規定する事業者情報の一覧表示とは別に、特定の点検業者を当サイ

ト内へ掲載するための広告枠を設置できるものとします。広告枠における掲載内容、

掲載料ならびに掲載期間は、個々の事案によるため本規約では特段の定めを設けず、

その他の事項については、本規約が適用されるものとします。 

 

第9条 （ユーザーと点検業者の取引） 

本サイトを閲覧するユーザーと、会員・非会員にかかわらず本サイトに掲載される点

検業者との取引に関する一切について、当社は関与をしません。したがって、ユーザー

と点検業者との取引に何らかの問題が生じた場合でも、当社は責任を負わないものと

します。 

 

第10条 （禁止事項） 

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号いずれかに該当する行為、または当社

が該当すると判断する行為をしてはなりません。 

(1) 本サービスの意図・目的とは異なる用途で利用する行為 

(2) 会員の登録申請時に虚偽の情報を入力・連絡し、本サイトに掲載させる行為 

(3) 法令違反、公序良俗に反する行為 

(4) 犯罪に関連する行為 

(5) 他の点検業者になりすます行為 



(6) 本サービスの運営を妨害する行為または妨害のおそれがある行為 

(7) 本サービスのユーザーならびに他の点検業者への迷惑行為 

(8) 本サービスを通じて、他の点検業者の情報を収集する行為 

(9) 本サービスによって得られた情報を商用利用する行為 

(10) 本サービスのシステム、サーバー等に不正なアクセスを試みる行為 

(11) 本サービスのシステム、サーバー等に過度の負荷をかける行為 

(12) 当社が承諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘等の営業行為 

(13) 本サービスに関連して反社会勢力に利益を供与する行為 

(14) その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第11条 （本サービスの停止等） 

1. 当社は、以下の各号いずれかに該当する場合には、会員へ事前に通知することなく、

本サービスの全部または一部を停止または中断できるものとします。 

(1) 本サービスの点検、改修、その他保守作業により、本サービスを中断せざるを

得ないとき 

(2) 本サービスに係るネットワーク、サーバーその他通信設備の障害により、本サ

ービスの提供ができないとき 

(3) 地震、落雷、火災、台風、水害等の自然災害その他不可抗力によって、本サー

ビスの提供が困難となったとき 

(4) その他、運営上または技術上の問題で、当社が本サービスの停止または中断が

必要と判断したとき 

 

2. 当社は、前項に基づき当社が行った措置において、会員に生じた損害について一切

の責任を負いません。 

 

 

2024 年 6 月 24 日制定 


